
 

         愛媛県教育委員会５月定例会会議録 

 

１ 開会の日時及び場所 

   平成15年５月14日（水）午前10時30分 

   愛媛県庁 第一別館 教育委員室 

２ 委員定数 

   ６人 

３ 出席委員 

   委員長 井関和彦  委員 川本俊明  委員 星川一冶 

   委員 飯尾育子  委員 山口千穂  教育長 野本俊二 

４ 欠席委員 

   なし 

５ 会議に出席した公務員の職氏名 

   教育次長 藤岡 澄       指導部長 一色 光 

   文化スポーツ部長 西山修一   教育総務課長 保木俊司 

   生涯学習課長 中川敬三     全国生涯学習ﾌｪｽﾃｨバﾙ推進室長 村上哲邦 

   義務教育課長 堺 雅子     高校教育課長 平岡長治 

   人権教育課長 高須賀康夫    障害児教育課長 鈴木公生 

   文化振興課長 後藤佳一     文化財保護課長 池川孝文 

   保健スポーツ課長 南 新平   新武道館開設準備室長   青野泰彦 

６ 会議の概要 

 (1) 開 会 

   委員長 午前10時30分開会を宣する。 

 (2) 前会会議録の承認 

   委員長 前会会議録の承認について諮り、委員審議の結果、異議なく

  承認する。 

 (3) 教育長報告 

   委員長 全国生涯学習フェスティバル推進室長からの報告を求める。 

  〇第１６回全国生涯学習フェスティバル基本計画について 

   全国生涯学習フェスティバル推進室長 平成１６年１０月９日から１

  ０月１３日までの５日間、開会式及び閉会式を県民文化会館で、生涯学

  習見本市や体験広場などのメインイベントをアイテムえひめで、「もて

  なしの心をつなぐまなびの輪」をテーマとして開催することについて報

  告する。 

   教育長 ６月１１日に第１回実行委員会を開催予定であり、国、県、

  市町村等の行政、さらには企業及び関係団体等の県民総ぐるみのイベン

  トとしたい旨、また、開催機運を醸成するため、各種広報活動や中長期



  的なプレイベント等を実施する予定である旨報告する。 

 (4) 議 事 

   議案審議 

   委員長 人事案件等の理由により、以後の議案及びその他の協議題に

  関する審議は非公開とすることを提案する。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 非公開と決定する旨宣する。 

   委員長 議案第30号を上程する。 

  〇議案第30号 小学校教員の懲戒処分について 

   委員長 議案説明を求める。 

   義務教育課長 交通違反をした小学校教員を懲戒処分する原案の説明

  をする。 

   委員長 原案について意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 原案のとおり可決決定する旨宣する。 

   委員長 議案第31号を上程する。 

  〇議案第31号 中学校長の懲戒処分について 

   委員長 議案説明を求める。 

   義務教育課長 不適切な発言をした中学校長を懲戒処分する原案の説

  明をする。 

   委員長 原案について意見を求める。 

   川本委員 卒業式当日の祝賀会の席での発言とのことであるが、祝賀

  会の開催場所はどこかについて質問する。 

   教育長 校外の会場であったが、保護者がほぼ全員出席しており、ま

  た開会あいさつの中での発言でもあり、校長としては不適切な発言であ

  ると考えている旨説明する。 

   川本委員 教員は日常において、十分に児童生徒の人権に配慮しなが

  ら教育活動を行うべきであり、今回のような発言は戒めるべきである旨

  意見を述べる。 

   山口委員 今回のような事案が発生しないよう他の教員にも周知して

  ほしい旨意見を述べる。 

   委員長 原案について諮る。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 原案のとおり可決決定する旨宣する。 

   委員長 議案第32号を上程する。 

  〇議案第32号 高等学校教員の懲戒処分について 

   委員長 議案説明を求める。 

   高校教育課長 生徒に対してセクハラ行為を行った教員を懲戒処分す



  る原案の説明をする。 

   委員長 原案について意見を求める。 

   委員長 メールの内容について質問する。 

   高校教育課長 自宅から飲酒中に送信するなどしており、性的な内容

  が含まれていた旨説明する。 

   飯尾委員 最近の風潮としてメールが生徒間あるいは生徒と教師の間

  で遊び感覚で行われており、それが今回のような事案につながったもの

  と危惧している旨意見を述べる。 

   委員長 原案について諮る。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 原案のとおり可決決定する旨宣する。 

   委員長 議案第33号を上程する。 

  〇議案第33号 愛媛県美術館協議会委員の任命について 

   委員長 議案説明を求める。 

   文化振興課長 博物館法第２１条の規定により任命している委員のう

  ち、愛媛県高等学校長協会長の交替に伴い委員１名を任命する原案につ

  いて説明する。 

   委員長 原案について意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 原案のとおり可決決定する旨宣する。 

   委員長 議事を閉じる旨宣する。 

 (5) その他 

  〇平成15年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰について 

   委員長 協議題の説明を求める。 

   生涯学習課長 平成15年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰の被表彰候補

  団体（３団体）の推薦について説明する。 

   委員長 意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 了承する旨宣する。 

  〇平成15年度ＰＴＡ活動振興功労者文部科学大臣表彰について 

   委員長 協議題の説明を求める。 

   生涯学習課長 平成15年度ＰＴＡ活動振興功労者文部科学大臣表彰の

  被表彰候補者（５名）の推薦について説明する。 

   委員長 意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 了承する旨宣する。 

  〇平成15年度地域文化功労者文部科学大臣表彰について 

   委員長 協議題の説明を求める。 



   文化振興課長 平成15年度地域文化功労者文部科学大臣表彰の被表彰

  候補者（２名）の推薦について説明する。 

   委員長 意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 了承する旨宣する。 

  〇平成15年度学校安全文部科学大臣表彰について 

   委員長 協議題の説明を求める。 

   保健スポーツ課長 平成15年度学校安全文部科学大臣表彰の被表彰候

  補団体（１団体）の推薦について説明する。 

   委員長 意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 了承する旨宣する。 

  〇平成15年度学校給食優良学校文部科学大臣表彰について 

   委員長 協議題の説明を求める。 

   保健スポーツ課長 平成15年度学校給食優良学校文部科学大臣表彰の

  被表彰候補団体（２団体）の推薦について説明する。 

   委員長 意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 了承する旨宣する。 

  〇平成15年度体育指導委員功労者文部科学大臣表彰について 

   委員長 協議題の説明を求める。 

   保健スポーツ課長 平成15年度体育指導委員功労者文部科学大臣表彰

  の被表彰候補者（２名）の推薦について説明する。 

   委員長 意見を求める。 

   川本委員 県下の体育指導委員数について質問する。 

   保健スポーツ課長 ９６９人であり、スポーツ振興法に基づき市町村

  が委嘱している旨答える。 

   委員長 原案について諮る。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 了承する旨宣する。 

  〇平成15年度体育功労者文部科学大臣表彰について 

   委員長 協議題の説明を求める。 

   保健スポーツ課長 平成15年度体育功労者文部科学大臣表彰の被表彰

  候補者（２名）の推薦について説明する。 

   委員長 意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 了承する旨宣する。 

  〇平成15年度社会体育優良団体文部科学大臣表彰について 



   委員長 協議題の説明を求める。 

   保健スポーツ課長 平成15年度社会体育優良団体文部科学大臣表彰の

  被表彰候補団体（４団体）の推薦について説明する。 

   委員長 意見を求める。 

   全委員 異議ない旨答える。 

   委員長 了承する旨宣する。 

   委員長 非公開案件終了のため会議を公開する旨宣する。 

   委員長 各委員に対し、議案及び協議題以外のことについて意見、質

  問等はないか発言を求める。 

  ○第二養護学校の教育活動及び生徒の状況について 

   川本委員 第二養護学校に在籍する生徒の病名及び学習活動の状況に

  ついて質問する。 

   障害児教育課長 ５月１日現在１８名在籍しており、入院中の者１２

  名、通院中の者６名である。病名はぜんそくと肥満が主であり、学習時

  間は病状に応じて主治医の指示により、段階的に対応している旨説明す

  る。 

  ○第一養護学校の看護師の配置について 

   川本委員 第一養護学校に今年度から２名配置した看護師の勤務条件

  及び保護者の反応について質問する。 

   障害児教育課長 １日６時間勤務で８名の児童を対象に従事しており、

  保護者には好評である旨説明する。 

  ○交流学習について 

   川本委員 特殊学級における交流学習の今後の課題について質問する。

   障害児教育課長 交流活動は、小中高とも積極的に行われているが、

  今後は、より個人間の交流が図られるようにすることが課題である旨説

  明する。 

  ○特殊学級の運営について 

   川本委員 特殊学級の設置及び運営について質問する。 

   障害児教育課長 特殊学級については、毎年新設希望が増加している。

  今年度は６６学級が新設され、肢体不自由の学級が増加している旨説明

  する。また、特殊学級の小人数化が進行し、集団学習が困難になるとい

  う課題があるが、同学年の通常の学級との交流学習などで対応している

  旨説明する。 

  ○高等学校の障害のある生徒の受入れについて 

   川本委員 高等学校における障害のある生徒の受入れについて質問す

  る。 

   高校教育課長 身体に障害のある生徒は例年６、７名受験しているが、

  障害を合否の判定材料にしていない旨、また、受入れに当たっては、可



  能な範囲で施設の改善を図っており、介助員等の人的措置についても 

 一部要望がある旨説明する。 

 (6) 閉 会 

   委員長 午前11時58分閉会を宣する。 


